
審査基準（公表用）               様式第３号 
所管課  水産課    

法令名 佐賀県漁業調整規則 法令番号 令和２年佐賀県規則第６３号 

手続名 砂れき採取禁止区域における採取の認可 根拠条項 第４６条 
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 原則許可しない。ただし、公益上必要と認められ、河川管理者等が知事と協議し、河川法等の許認可等がなされた場合はこの限りで
ない。 
  
 ※砂れきの採取には、別途河川法等の許認可が必要です。  
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